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令和２年度包括外部監査の結果による措置状況 

 

＜知事所管分＞ 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

第８ 働き方改革推進事業 

 

意見（「実施企業」の割合を指標・目標とする

ことについて） 

 

県は，「在宅勤務制度や短時間勤務制度等，

時間や場所にとらわれない多様な働き方がで

きる制度を導入するなど働き方改革に取り組

む企業（従業員数31人以上）」を「実施企業」

とし，その割合を指標，目標として設定してい

るところ，「実施企業」には，仕組みを作り，

取り組み始めているが，成果が出ていない企業

も含まれる。 

働き方改革を推進する最終的な目的や成果

は，「仕組みを作り，取り組み始めている企業」

を増やすことではないから，このような指標だ

けでは，働き方改革が推進の成果を実質的に判

断する指標・目標として必ずしも十分とは言え

ないと考える。 

「多様な働き方」を定義した上で，これに含ま

れる制度を導入した企業数やその割合を指標

とし，これについての目標を設定することも検

討してはどうか。 

 

 

令和３年度を始期とする県の総合計画「安心

▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」においては，

働き方改革推進の成果を実質的に判断する次

の指標・目標に見直しを行った。 

この目標については，県内事業者にアンケー

ト調査を行い，従業員の働きやすさの発現，働

きがいの発現及び労働生産性の向上や財務指

標の好影響等の経営上のメリットの発現を示

す項目を用いて評価を行うこととしている。 

 

・従業員が働きがいを感じて意欲的に働くこと

ができる環境づくりに取り組む企業（従業員31

人以上）の割合 

 

意見（アウトカムの定義と事業効果の検証につ

いて） 

 

(1)県は，「働き方改革」は，働く人の意欲，

労働生産性，変化への対応力を向上させ，そ

の結果，企業価値の向上や多様な人材確保に

つながるという好循環を生み出すものであ

り，「働き方改革推進事業」は，労働者の意

欲向上，労働生産性の向上，変化への対応力

の向上や，企業価値の向上，人材確保をアウ

トカムとするものであると位置づけている。 

そうであれば，「労働生産性」「企業価値」

「多様な人材確保」を定義した上で，働き方

改革推進事業によりこれらが向上したのか，

促進されたのかを検証することができるよう

な指標，目標を設定し，その検証を可能にす

るような事業設計を行うとともに，可能な限

り実際にその検証を行うということが必要で

ある。客観的データに基づく事業効果の検証

を可能ならしめるような事業設計，指標・目

標設定を行うことは，県が取組むＥＢＰＭの

実践であると考える。 

(2)したがって，①「生産性」「企業価値」とは

何か，「多様な人材」とはどのような人材を意 

上記のとおり，指標・目標の見直しを行った

ところであり，今後ＰＤＣＡを回しながら事業

効果の検証及び改善を行っていく。 

別 紙 



味するのか，「確保」とはどのような状態であ

るのかを明確にすること，②県の設定した目

標（働き方改革に取り組む企業の割合等）や，

「生産性向上」等のアウトカムと，事業との

関係の有無・程度の検証が可能となるような

事業設計を行うこと，③実際に検証を行って

みることを検討していただきたい。 

 

 

 

意見（目標の設定について） 

 

「一般事業主行動計画を策定し，次世代育成

支援に取り組む企業（従業員数31人以上）の割

合」についての実績は，平成28年度以降，ほぼ

横ばいの状況である一方，目標は，毎年度一定

の割合を増加させる形で設定したままである

ため，目標値と実績との乖離が年々拡大してい

る。 

一旦設定した目標値を維持したまま，目標と

の乖離の検討や，個々の事業と目標との間の因

果関係の仮説，ロジックの再検討,目標値の再

設定の検討を行わないのであれば，目標として

の意味がなくなってしまう。 

したがって，目標との乖離の検討や，個々の

事業と目標との間の因果関係の仮説，ロジック

の再検討や目標値の修正を検討されたい。 

 

目標については，「ひろしまファミリー夢プ

ラン」の目標と合わせる形で設定していたが，

令和元年度に本プランが終了し，令和３年度を

始期とする県の総合計画「安心▷ 誇り▷ 挑戦ひ

ろしまビジョン」においては，次の目標に見直

しを行った。 

 

・女性（25～44歳）の就業率 

・事業所における指導的立場に占める女性の割

合 

・男性の育児休業取得率 

 

意見（「事業効果の波及」を前提とした指標・

目標設定及び事業対象企業の選別等について） 

 

(1)県は，「在宅勤務制度や短時間勤務制度等，

時間や場所にとらわれない多様な働き方がで

きる制度を導入するなど働き方改革に取り組

む企業（従業員数31人以上）の割合」という

指標・目標において，対象となる企業を「従

業員数31人以上」の企業に限定しているとこ

ろ，その理由として，県内従業員の75%が従業

員数31人以上の企業に就業しており，これら

の企業を対象とすることで，従業員数30人以

下の企業にも事業効果が波及すると考えられ

るからであるとする。 

(2)しかし，従業員数31人以上の企業を対象と

する事業の効果が，なぜ従業員数30人以下の

企業にも波及するのか，そのロジックは明確

ではない。 

従業員数が少なく規模の小さい企業におい

ては，在宅勤務制度や短時間勤務制度等，「多

様な働き方」ができる制度を導入することは

容易でないのではないかと思われ，従業員数

31人以上の企業の80％以上がこれらの制度を

導入したからといって，それが従業員数数名

の企業にも「波及」し，同様の制度を導入す

るという関係にあるとは考えにくい。また， 

 

従業員数31人以上の企業の雇用者数が県内

企業全体の雇用者数の約８割に達することか

ら，県の指標・目標の設定及び事業対象企業に

設定しているところである。 

ただし，事業に関しては，事業の内容，性質

及び効果に照らし，従業員数30人以下の事業者

も除外することはせず，参加の対象としている

ものもある。 

指標・目標設定や事業設計の際には，従業員

数30人以下の事業者へのターゲット拡大の必

要性について検討していく。 



そのような波及効果の有無，程度を測定・検

証するこことも困難であると思われる。さら

に，県内の事業者の大半（90％以上）は，常

用雇用者数が30人未満の中小企業であり，県

が働き方改革推進事業の対象としているの

は，そのごく一部の規模の大きい企業のみで

ある。 

(3)以上のような状況をふまえると，個々の事

業において，根拠が明確ではない「波及効果」

を理由として従業員数30人以下の企業を事業

の対象から一律除外するとすれば，有効性の

みならず公平性の観点からも疑問がある。逆

に，従業員数30人以下の企業も事業の対象に

含めるのであれば，従業員数31人以上の企業

に限定した指標を設定することは妥当ではな

い。 

県内企業・事業者の大半を占める，従業員

数の少ない企業・事業者が働き方改革に取り

組むことは容易ではない。働き方改革の意義

を認識・理解し，実践するためのノウハウの

提供等，県の支援をより必要とするのは，県

が事業対象とはしていない小規模事業者の方

なのではないか。従業員が数人の事業者にお

ける「働き方改革」とはどのようなことなの

か，そのために事業者は何ができるのか，県

はどのような事業ができるのか，どのような

サポートができるのかといったことを探求

し，実行していただきたい。 

事業の内容や性質によっては，従業員数が

少ない企業や経済規模の小さい企業を対象と

することが適当でない場合があることは考え

られるが，従業員数31人以上の企業を対象と

した事業しか行わないことや，従業員数31人

以上の企業に着目した指標・目標しか設定し

ないことは，適切とは言いがたい。 

既存の事業においても，対象企業を決定す

るにあたっては，従業員数に基づいて一律に

区別するのではなく，個々の事業の内容，性

質をふまえて，対象となる企業を決定するこ

と，また，従業員数30人以下の企業や個人事

業主を対象とした事業設計を検討してもよい

のではないかと考える。 

 



第９ 優良事例の創出・見える化（認定制度） 

 

意見（認定制度終了後の事業の継続性につい

て） 

 

認定制度は，令和2年度をもって終了する予定

であるが，認定制度が終了したとしても，働き

方改革推進事業の必要性が直ちに失われるも

のではないから，新たな制度の運営主体への働

きかけのみならず，認定制度に変わる制度を県

が主体となって実施することを含め，本事業に

投じてきた多額の費用が無駄にならないよう，

本事業による有形無形の成果を有効活用する

ことに務めていただきたい。 

 

 

認定制度によって見える化した優良事例は

継続して情報発信を行い，県内企業の働き方改

革の取組の促進に有効活用していく。 

また，認定制度に代わる事業など新たな施策

展開を進めるうえでは，認定制度の成果の有効

活用の観点からも検討していく。 

 

 

 

 

 

第10 県内企業働き方改革優良事例の見える

化・情報発信事業業務（「広島県働き方改革実

践企業認定制度」広報等業務） 

 

指摘（リーフレットの表現について） 

 

⑴県が認定制度の広報のために作成したリー

フレットには，「働き方改革でこんな効果があ

りました！」との表題の下，「３年前と比較し

て経常利益が増加した企業の割合」を棒グ 

ラフにより紹介し，出典を広島県「県内企業働

き方改革取組実態調査」（2016年）とした上で，

「働き方改革に関心がない企業 27.9 ％」，

「働き方改革が進んでいる企業 36.5 ％」との

データを記載しており，働き方改革の効果とし

て経常利益が増加したかのような表現がある。 

しかし，県内企業働き方改革取組実態調査の

結果が示しているのは，「働き方改革への 取

組が進んでいる企業の方が，そうでない企業と

比較して経常利益が増加したと回答した割合

が高くなっている」ということのみであって，

必ずしも働き方改革に取り組んだことの成果

として経常利益が増加した（働き方改革が経常

利益の増加と原因・結果の関係にある）ことを

示しているものとはいえない。 

⑵県の広報・ＰＲに対する県民の信頼の基礎

は，情報の客観性・正確性であり，公金をかけ

て行うものであることに鑑みても，県の広報に

おいては，可能な限り客観的で正確な情報を提

供すべきである。働き方改革の効果として経常

利益が増加したかのような表現は，調査報告書

のデータから読み取れる事実を超えた結論を

示唆するものであって不正確であるし，誤解を

招きかねない表現であり不適切である。 

 

 

 

 

 

今後，リーフレットを作成する場合は，客観

的かつ正確な情報を掲載するよう努める。 



 

意見（委託契約における広報内容の事前チェッ

クについて） 

 

本件のリーフレットは，委託契約に基づいて

作成されたものであるところ，委託の段階で広

報の内容が確定していないものについては，広

報物（特に印刷物）が完成してからでは修正が

困難であるから，最終稿の確定前に広報物の内

容をチェックする機会を設けるべきである。 

 

委託事業で作成する広報物に関しては，最終

稿の確定前の内容のチェックを更に徹底する

こととした。 

第11 県内企業働き方改革優良事例の見える

化・情報発信事業（優良事例の取材・記事作成

業務） 

 

意見（優良事例の更新と蓄積データの活用につ

いて） 

 

「Hint!ひろしま」に優良事例として掲載さ

れた企業のその後の状況は更新されていない

が，働き方改革への取組の結果どのような成果

があったのかを「客観的なデータ」で示すこと

が重要ではないか。 

働き方改革の取組による主観的・定性的な変

化（会社の雰囲気がよくなった，従業員のモチ

ベーションが向上した等）にも意義はあるが，

「働き方改革の取組により，客観的にどのよう

な成果があったのか」を具体的に示すことがで

きれば，働き方改革に取り組むことについての

強い説得力となるのではないか。 

例えば，多くの事例を全体としてみて，統計

的に分析することで何か見えてくるものがな

いか，想定していなかった別の要素が介在して

いることはないか，別の望ましいアウトカムと

の関連はないか，その検討や検証のプロセスに

おいて，新たな事業の手がかりが得られるかも

しれない。それは，県内企業の多数の事例を客

観的データに基づいて分析し，その成果が働き

方改革の取組によるものであるということを，

可能な限り統計的，科学的根拠をもって確認し

ようとすることや，それを次の事業に活用しよ

うとする試み（ＥＢＰＭの実践）である。広島

県の特色も踏まえた全県的な検討は，個々の企

業にはできないし，市町や国のレベルで行うの

も困難であり，多数の事例の情報に加えて，県

全体の産業構造，企業の状況や県内企業，県民

に関する各種データを最もよく知る県にしか

できないことではないかと考える。 

このような観点から，本サイトの今後の更新

のあり方や，優良事例データの活用方法を検討

していただきたい。 

 

 

 

 

各企業での働き方改革の成果を，可能な限り

客観的なデータで収集・見える化することに努

め，その上で本サイトの今後のあり方や優良事

例のデータの活用を検討していく。 

また，ＥＢＰＭの実践の観点からの，蓄積デ

ータ活用による働き方改革の取組の効果の分

析・見える化については，専門的な知見を有す

る者を含め関係者に意見を聴きながら，検討し

ていく。 



第12 地域経済誌等を活用した広島県働き方

改革実践企業認定制度広報業務 

 

指摘（一者随意契約の理由について） 

 

 「地域経済誌として県内最大の発行部数を誇

る「広島経済レポート」及び，県内企業に特化

した唯一の業界地図で，企業のみならず多くの

求職者も購読する「広島企業年鑑別冊 ひろし 

ま業界地図」は，いずれも株式会社広島経済研

究所の発行物であり，他に契約できる相手方が

存在しない」との理由により随意契約を締結す

ることは，任意の相手方と恣意的に一者随意契 

約を締結することが可能となってしまうおそ

れがあり，随意契約の理由として不適切であ

る。 

本件では，媒体を地域経済誌に限定した随意契

約を許容する余地があるとしても 広島県の地

域 経済誌は，他にも「経済レポート」（広島都

市圏），「総合経済レポート」（呉地区），「びん

ご経済レポート」（備後地区），「経済リポー

ト」（備後地区）が発行されているのであるか

ら，相見積りの取得や プロポーザル方式によ

るべきであったと考える 。 

 

 

 

今後，同様の業務を実施する場合は，プロポ

ーザルを実施し，契約締結を行うこととする。 

第13 働き方改革取組アイデア集作成業務 

 

意見（複数の者から見積りを徴する等，契約額

が適正であることの根拠の検討をすることな

く随意契約を締結することについて） 

 

複数の者から見積りを徴することは，当該契

約額が適正妥当であることを裏付ける根拠と

なるものであるから，見積りを徴する必要がな

い場合や徴することができない場合を除き，他

の者からも見積りを徴すべきである（広島県契

約規則32条）。仮に，他社から見積もりを取得

できない場合であっても，直ちに金額が適正で

ある根拠の検討が不要ということではない。 

本件の契約額が924,000円と比較的高額であ

ることに鑑みても，他の者から見積りを徴する

べきであったのではないか。随意契約における

契約額が適正であるか否かについて，可能な限

り，客観的根拠をもって検討するよう努めてい

ただきたい。 

 

 

この取組アイデア集は，平成 29 年度及び平

成 30 年度に実施した「働き方改革企業コンサ

ルティング事業」で県が委託した専門コンサル

タントが支援した企業のコンサルティング内

容を，取組にあたっての留意すべき事項や成功

のポイントなどの視点を加えて，同社が持つ独

自の知見・ノウハウを基に作成する必要があ

り，当該業務の目的，内容を十分に理解し，必

要な情報を有する同社に委託することが経済

的にも合理的である。 

今後，同様の業務を委託する場合は，他者か

ら見積りを徴することができないかという観

点を十分検討した上で実施することとする。 



第14 働き方改革・女性活躍推進ポータルサイ

トCMS適用関連業務 

 

意見（客観的根拠に基づく比較検討や見積書を

徴収することなく一者随意契約によりポータ

ルサイト化を行ったことについて） 

 

県の「企業向けサイト」及び「女性向けサイ

ト」をポータルサイト化するにあたっては，①

県庁ホームページのサブサイトで運営すると

いう方法以外にも，②働き方改革・女性活躍発

見サイト「Hint!ひろしま」を拡張したり，③

従前のコンテンツを利用しつつ新たにサイト

を作成するという方法もあったと考えられる。 

県によれば，庁内の情報基盤関係部署，広報課

と，外部サイト設置の可能性や価格について相

談・議論の上で決定しており，同仕様のサイト

を外部サイトで構築すると明らかに高値にな

ることが想定されたため見積書を徴収してい

ないとのことであるが，結果的に従前のサイト

と仕様が異なったとしても，価格の相当性につ

いて客観的根拠をもった検討を行うことが不

要になるわけではない。本件契約の契約金額が

約800万円と高額であることや，CMSであっても

ランニングコストが必要であるから，これもふ

まえた検討を行うべきであること等に鑑みる

と，客観的根拠に基づく比較検討や見積書を徴

収することなく，本件契約を一者随意契約によ

り行ったことは，価格の相当性についての裏付

けが十分とはいえないのではないかと考える。 

 

 

 

働き方改革・女性活躍推進に関する「企業向

けサイト」及び「女性向けサイト」のポータル

サイト化にあたっては，県内事業者に有益な情

報を迅速に伝達し，県職員が機動的かつ簡便に

更新作業を行うことができるようにするため，

庁内の情報基盤関係及び広報関係部署とも協

議の上，県ホームページのサブサイト上に構

築・運用する方針を決定した。 

この方針の下，県ホームページのＣＭＳ適用

業務を遂行できるのは，県ホームページ全体の

保守・運営管理を行う広報関係部署が委託契約

している事業者のみであることから契約を締

結した。 

今後，WEB サイトの構築業務が発生した場合

は，県庁のサブサイト上での構築・運営に留ま

らず，公募型プロポーザルで多様な手法を企画

提案させること等についても十分検討した上

で実施することとする。 

第16 働き方改革・女性活躍推進事業（推進員

による直接アプローチ） 

 

意見（推進員による直接アプローチの成果指標

について） 

 

本事業の効果の測定指標として，現在設定さ

れているアプローチ社数，働き方改革・女性活

躍部署設置社数に加えて，支援メニューへの誘

導社数や誘導率，アプローチや部署設置後の各

企業の取り組み状況を測定する指標を設定す

ることを検討されたい。 

 

 

 

誘導社数や誘導率は，年に１度，過去の実績

との比較で確認を行っているところである。今

後は，アプローチや部署設置後の各企業の取組

状況を測定する指標の検討ととともに目標数

値としての設定を検討していく。 



第17 企業経営者勉強会 

 

意見（事業効果の活用と検証について） 

 

県の考え方によれば，働き方改革推進事業

は，最終的には，「生産性の向上」等をアウト

カムとしているものであるところ，勉強会に一

定の参加者があったことは，アウトプットに過

ぎないから，その勉強会により，働き方改革へ

の取組意欲が喚起されたのか，「働き方改革」

に含まれる制度の導入がなされたのか，企業ア

プローチ活動者による関係企業への働きかけ

につながったのか，理解が促進したのか，とい

う点について検証するのが望ましい。 

このような観点から，県は，勉強会の参加企

業に対するアンケートや，他の事業への参加状

況を調査，確認しており，この点は適切である

と考える。 

今後は，本勉強会の成果を単なる気づきの場

の提供のみに終わらせることなく，働き方改革

に関連する制度の導入，労働生産性の向上等の

アウトカムにつなげ，その成果の検証を行うた

め，参加企業の状況をフォローしていただきた

い。 

 

 

推進員による企業訪問活動（直接アプロー

チ）や，事後アンケート調査を実施することな

どを通じて，参加企業における働き方改革に関

連する制度の導入や労働生産性の向上等とい

ったアウトカムにつながっているかをフォロ

ーしていく。 

第18 イクボス普及拡大事業 

 

指摘（選定委員会への代理人出席の要件検討が

なされていないこと） 

 

公募型プロポーザルの選定委員会の委員が課

長クラスの職員とされているのは，プロポーザ

ル基準やプロポーザルの審査，最優秀提案者の

決定を適切に行うためには，一定の経験が必要

だからである。したがって，選定委員会への委

員の代理人出席を認めるにあたり，「平成31年

度イクボス普及拡大業務公募型プロポーザル

選定委員会」審査要綱第5条の要件，具体的に

は，代理人による出席が「やむを得ない場合」

であり，かつ代理人となる者が委員と同程度以

上の知識，経験を有する者であることの 確

認・ 判断が同委員会により なされ ないまま，

代理人出席を認めたことは不適切である。 

 

 

 

委員の代理人が出席する場合，やむを得ない

事情であるか，また，委員と同程度以上の経験

を有するものであるかを確認のうえ，代理人の

出席を認めることを徹底している。 

 

意見（費用対効果の検証を踏まえた本事業の見

直しについて） 

 

本事業には令和元年度に8,918,000円，平成

27 年 度 か ら 令 和 元 年 度 ま で の 累 計 で

41,204,000円の多額の支出がなされている。 

イクボス普及拡大事業の目的は，「イクボス

同盟ひろしま」の枠組みを効果的に活用し，同

盟メンバー以外の県内企業における意識改革

 

令和２年度に事業内容等を再検討し，同盟メ

ンバー主導の部会活動を中心とした取組の支

援に見直しを行ったところだが，今後も同盟メ

ンバーの活動状況をふまえ，事業内容等の検討

を行っていく。 



や働き方の見直しを促進することであり，働き

方改革に取り組む企業の割合が着実に増加し

ていることをふまえれば，事業への効果は一定

程度あるのではないかと思われるし，イクボス

の普及拡大という目的には意義はあると考え

るが，これまでの方法では，費用に見合った効

果が出ているとは言い難い。 

本事業は，イクボス同盟ひろしまのメンバー

数の増加自体を目的とした事業ではないから，

例えば，イクボス推進トークや同盟メンバー勉

強会へのメンバーの参加状況（出席率等）も指

標に加えるなど，指標の設定の仕方を見直すこ

ともあり得るのではないかと思われるが，いず

れにせよ，事業を継続するのであれば，事業内

容や事業規模の再検討，見直しを行うべきでは

ないか 

第19 外部視点によるアドバイス事業 

 

意見（指標設定と事業効果の検証について） 

 

外部視点アドバイスにより，「共感企業」が

「実施企業」になることは，本事業が最終的に

目的とする「労働生産性向上」「企業価値の向

上」「多様な人材確保」のプロセスに過ぎない

（「第7働き方改革推進事業の概要（商工労働

局）」29頁）。 

本事業の効果を検証するためにも，また，働き

方改革への取組の意義の説得的な根拠とする

ためにも，県の取組の成果として「実施企業」

に移行した企業が，働き方改革を実践した結果

労働生産性や企業価値等が向上したのか否か

の検証が可能となるようなデータを取得する 

仕組み（例えば，「労働生産性向上」との関係

でいえば，営業利益等のデータの提供を受ける

ことや事後的なアンケートに回答することを

支援の条件とする等）を事業の中に組み入れ，

効果を検証することを検討されたい。 

 

 

推進員による企業訪問活動（直接アプロー

チ）や，事後アンケート調査を実施することな

どを通じて，支援対象企業の労働生産性や企業

価値等の向上といった事業の最終的な効果が

発現したかを検証していく。 

 

意見（募集広報業務について） 

 

働き方改革・女性活躍アドバイス事業募集パ

ンフレット（7,000部）は，県が公費をかけて

作成した成果物である以上，それがどこでどの

ように活用されたのかを記録しておくことは，

当該事業のアウトプットやアウトカムの確認

のみならず，以後の効果的な広報や適切に事業

が執行されたのか否かを第三者が検証する観

点からも必要であると考える。 

 

 

事業募集パンフレットの配付先や活用方法

等の記録を徹底することとした。 



第20 企業内推進人材育成支援 

 

指摘（プロポーザルを書面審査としつつ代理人

を許容することについて） 

 

本件のプロポーザルは書面審査とされてい

るため，選定委員が代理人を選任しなければな

らない状況は想定しがたいし，代理人の選任の

必要性の確認もなされていない。 

よって，代理人の選任を認めたこと及び代理

人が審査を行ったことは不適切である。 

 

 

書面審査において，代理人の選任は認めない

ことを徹底している。 

 

意見（企業内推進人材育成支援事業の効果を検

証するための事業設計について） 

 

本事業の最終的な目的は，認定企業が働き方

改革を実践し，その結果「労働生産性」や「企

業価値」が向上する等のロジックを前提にして

いるのであるから，事業への投資効果（成果）

は，労働生産性や企業価値がどの程度向上した

のかとの関係で測定・評価すべきものである。 

したがって，その検証が可能となるようなデ

ータを取得する仕組みを事業の中に組み入れ

ること（例えば，「労働生産性向上」との関係

でいえば，営業利益等のデータの提供を受ける

ことや事後的なアンケートに回答することを

支援の条件とする等）を検討されたい。 

 

推進員による企業訪問活動（直接アプロー

チ）の中でのフォローアップや，事後アンケー

ト調査を実施することを通じて，支援対象企業

の労働生産性や企業価値等の向上といった事

業の最終的な効果が発現したかを検証してい

く。 

第21 「働き方改革推進・働く女性応援会議ひ

ろしま」と連携した活動 

 

意見（推進会議の議事録等の記録がないこと及

び情報発信について） 

 

⑴推進会議の構成団体は，経済団体，労働団体，

行政等関係機関を網羅しており，推進会議は， 

これら県内の関係機関が一丸となって県内企

業における働き方改革や女性の活躍を促進す

るための取組を推進することを目的とした，公

共性の高い規模の大きな会議体であることや，

推進会議の活動経費は県が負担していること

に鑑みても，少なくとも会議の出席者や内容が

わかるよう，議事録等の記録を作成しておくべ

きである。 

⑵推進会議の目的や存在意義に鑑み，メルマガ

の配信にとどまらず，広く県民に対し，推進会

議に関する情報を発信することも検討された

い。 

 

 

 

公共性の高い規模の大きな会議の議事録等

の記録は必ず作成することとする。 

また，県のホームページ等を活用した推進会

議に関する情報発信についても検討していく。 



 

意見（県社労士会の会員に対する専門研修の効

果の確認について） 

 

県の社労士に対する研修は，社労士に中小企

業に対する働き方改革に関しての効果的なア

プローチ・アドバイス手法をより一層理解して

もらうことで，経営者の理解促進や取組意欲の

喚起，改善提案等，県内企業における働き方改

革の取組促進につなげていくために行うもの

であり，単に，社労士の個人的なスキルアップ

のために行うものではない。 

よって，例えば，本研修を受けた社労士が，

県内企業の働き方改革の促進にどのような貢

献をしたのか，配布した事例集をどのように用

いたのか等，効果の有無・程度の確認を行うべ

きである。 

 

 

研修を受けた社労士が，県内企業の働き方改

革の推進にどのような貢献をしたのか，配布し

た事例集をどのように用いたのか等，効果の有

無・程度の確認のためのヒアリングやアンケー

トの実施を検討していく。 

 

意見（研修の講師に対し，契約手続を取らずに

支払をすることについて） 

 

外部の民間の講師に研修を依頼することは，

自治法234条1項の「契約」に該当する以上，同

法や契約規則の定めに基づき，①予定価格の定

め，②随意契約によることができる場合に当た

るか否かの検討，③契約書や請書の作成の要否

の検討をすべきである。 

 

 

「報償費」の運用に関しては，所管部局とも

調整を行いながら検討していく。 

 

意見（研修の講師に対して「旅費」として支払

をしたことについて） 

 

研修の講師に対し，予算上の「旅費」として

支払がなされているが，民間の講師に対して支

払う交通費や宿泊費は条例に規定されておら

ず，本来委託料の中に含めるべきものであった

と考える。 

 

「旅費」の運用の在り方については，所管部

局とも調整を行いながら検討していく。 

第 24 イクボス養成研修 

 

意見 （報償費として費用を支出する場合のマ

ニュアルの整備等について） 

 

「報償費」として支払を行うものの中には，契

約に基づく場合も含まれるから，「報償費」で

あっても契約に基づく場合には，自治法234条1

項が適用されることを前提としてマニュアル

及び運用を整備すべきではないか。マニュアル

においては，報償費として支出する場合の中に

は契約に基づく支払いが含まれ得ること，その

場合，自治法234条1項に基づく運用がなされる

べきことに言及することを検討されたい。  

 

 

 

「報償費」の運用に関しては，所管部局とも

調整を行いながら検討を行っていくこととす

る。 



 

意見（講師派遣依頼先の選定手続きにおける問

題について） 

 

外部の民間の講師に研修を依頼することは，

自治法234条1項の「契約」に該当する以上，同

法や契約規則の定めに基づき，①予定価格の定

め，②随意契約によることができる場合に当た

るか否かの検討，③契約書の請書の作成の要否

の検討をすべきであったと考える。 

 

「報償費」の運用に関しては，所管部局とも

調整を行いながら検討を行っていくこととす

る。 

 

指摘（報償費の金額相当性の検討が不十分であ

ること） 

 

本件の研修テーマに対応できる講師の候補

者が限られることや，平成28年度から管理者を

対象に継続的に実施しているため過年度の研

修と研修内容の統一性を図る必要がある等の

事情はあったのかもしれないが，一般的な基準

に比べて著しく高額な単価及び講師料が相当

であるといえるような特段の事情の有無につ

き十分検討されたとは言い難い。 

 報償費の額を検討する際，何らかの基準に基

づき相当性を検討すべきである。 

 

令和３年度は本事業を実施していないが，報

酬費の額を検討する際は，同一講師が他自治体

で実施した実績などを事前に把握し，相当性を

確認したうえで決定するなど，引続き適切な処

理に努める。 

 

意見（報償費の基準及び事後チェックの仕組み

を設けることについて） 

 

報償費の支払いが公平かつ適正であること

を担保するために，内部統制の観点から，個別

の判断の前提となる一定の基準を設けること

や，一定額を超える報償費の支払いについて

は，事後的にチェックするような仕組みを設け

ることを検討されたい。 

 

「報償費」の運用に関しては，所管部局とも調

整を行いながら検討を行っていくこととする。 

第 25 ダイバーシティ研修 

 

意見（予算の使途変更について） 

 

予算は，各事業に必要な額を積算した上で決

定されるものであり，執行残が生じることは前

提とされていないところ，二年連続で生じた執

行残を同じダイバーシティ研修に関する業務

に充てていることからすれば，予算の積算が十

分ではなかったと言わざるを得ないし，計画的

に事業の設計がなされたのかという疑問もあ

る。 

 安易に予算の使途を変更することにならな

いよう，計画的な事業設計と適切な積算を心が

けていただきたい。 

 

 

安易に予算の使途を変更することのないよ

う，計画的な事業設計と適切な積算に努める。 



 

指摘（再委託について） 

 

・（株）リクルートコミュニケーションズに対

する再委託は，研修の中核をなす講師業務の再

委託であり，不適切である 

・再委託金額が非開示のまま再委託を認めてお

り，県の定める手引きに沿った処理がなされて

いない。 

 

今後業務の再委託が発生する場合は，主要な

部分の再委託をしないことや，再委託金額を記

載させるなど，県の定める手引きに沿った処理

を行うこととする。 

 

意見（委託契約において「旅費」を支給するこ

とについて） 

 

実施業務において，交通費及び宿泊費が「旅

費」として支払われているが，条例に基づく旅

費の支給ではなく，予算上の「旅費」を支払う

条例上の根拠がない。 

 条例に基づいて支払うべき「旅費」と，契約

に基づいて支払うべき「旅費」の根拠，関係，

運用の在り方を整理，検討してみる必要がある

のではないか。 

 

「旅費」の運用の在り方については，所管部

局とも調整を行いながら検討を行っていくこ

ととする。 

 

意見（支出マニュアルにおける「旅費」の説明

について） 

 

支出マニュアルには，講師への実費弁償に係

る起案案文例として「実費弁償の額は，職員の

旅費に関する条例の規定を準用」との表現を用

いているが，準用を認める規定がないのに「準

用」することはできないから，条例の規定に「準

じて」のような表現の方が適切ではないか。 

 

支出マニュアル（令和 3年 4月改訂）で修正済

み。 

第 26 モチベーション・マネジメント研修 

 

意見（契約手続をとらずに講師謝礼を支払った

ことについて） 

 

モチベーション・マネジメント研修は，県外

部の講師に対して委託契約に基づいて行われ

たと解すべきものであるから，「報償費」とし

て支払う場合であっても，自治法234条等に定

める契約手続をとらず支払を行ったことは，適

切とは言い難い。 

 

 

「報償費」の運用に関しては，所管部局とも調

整を行いながら検討を行っていくこととする。 

 

意見（「旅費」の支払について） 

 

モチベーション・マネジメント研修の講師に

対し，「旅費」として支払がなされているが，

民間の講師に依頼した研修における交通費や

宿泊費であるから，本来委託料の中に含めるべ

きものであったのではないか。 

 

「旅費」の運用の在り方については，所管部局

とも調整を行いながら検討を行っていくこと

とする。 



第 27 行政情報化事業（働き方改革関連分） 

 

意見（行政情報化事業における指標・目標の設

定について） 

 

行政情報化事業の目的，「成果目標」，「指

標」は，いずれも抽象的で不明瞭であるといわ

ざるを得ない。 

 県や県職員の事業・業務における「生産性」

が何を意味するのかを明確にし，それとの関係

で，それが達成されたかどうかを検証できる程

度に具体的な指標や目標を設定する必要があ

ると考える。  

 

 

「生産性」の明確化や具体的な指標・目標の設

定について検討を進めていく。 

 

意見（働き方改革に関連する指標の設定につい

て） 

 

県職員の働き方改革による「生産性の向上」

における，「生産性」を測定する指標として設

定している「どこでもワークの実施状況」と「時

間外勤務」について，「生産性」や「付加価値」

の内容が不明確である。また，これらを明確に

した上で，「どこでもワークの実施」や「時間

外勤務の減少」によって「生産性が向上する」

という関係（ロジック）について再検討する必

要があるのではないか。 

 

「生産性」や「付加価値」の明確化等について，

再検討を進めていく。 

第 28 テレワーク用公用電話番号費用に関する

契約 

 

意見（執行率が低いことについて） 

 

令和元年度の予算については，前年度の利用

日数や利用職員数の状況を踏まえて丁寧に検

討し，算定すべきであったと考える。 

 令和2年度は，コロナウイルス感染症拡大の

影響により，県でもテレワークが急増したもの

と思われ，今後も不確定要素が多く難しい状況

であるものと推測するが，令和3年度以降につ

いても，それまでの状況を踏まえて検討してい

ただきたい。 

 

 

 

令和 3年度の予算について，利用日数や利用

職員の状況を踏まえて算定している。引き続

き，適正な積算に努める。 



第 29 広島県行政 LAN･WANモバイル回線サービ

ス利用契約 

 

意見（平成 27年度の変更契約による契約一本

化後の契約条項の確認について） 

 

平成27年度の変更契約により，平成25年に締

結した原契約を期間満了により終了させ，原契

約の存在を前提に締結された利用契約（単価契

約）のみに一本化した際，変更後の契約に回線

に係る規定を加えていないため，原契約に規定

された広島県行政LAN･WANモバイル回線サービ

スの利用に関する明確な契約条項が存在しな

いのではないかと考えられる。 

 利用契約（単価契約）は，令和元年12月31日

で終了しているから，令和2年1月1日以降は，

同回線サービス利用に関する明確な規定がな

いまま，広島県行政LAN･WAN閉域モバイル回線

（SIMカード付）利用契約，及び広島県行政LAN･

WANモバイル端末等賃貸借等契約等に関連して

同回線を利用していることとなる。 

 このような状態は，自治法234条5項が「契約

書を作成する場合は，契約書に記名押印しなけ

れば契約内容が確定しない」旨規定しているこ

とや，契約締結による契約当事者間の紛争の防

止等の観点から適切ではない。 

 したがって，広島県行政LAN･WANモバイル回

線サービスの利用に関する契約について，書面

により契約内容を明確にしておくべきである。 

 

 

 

意見を踏まえて 

・広島県行政 LAN ･ WAN 閉域モバイル回線

（ SIM カード付）利用契約 

・広島県行政 LAN ･ WAN モバイル端末等賃貸

借等契約 

における広島県行政 LAN ･ WAN モバイル回線

サービスの定義に係る覚書を関係業者と締結

した。 

 

意見（関連する契約が随意契約によらざるを得

ない場合における契約の締結方法について） 

 

(1)LAN･WAN モバイル回線サービスの利用契約

を前提とした他の関連契約について，契約期間

や契約終期が区々のまま契約を繰返すと，契約

の終期が統一されない結果，事実上，競争によ

る新規契約を締結することができる機会が著

しく制限されることになりかねない。このよう

な事態に陥ることは適切ではないから，契約期

間を調整することにより，関連する全ての契約

の終期を統一する等，新規契約を締結する機会

を設けることができるような契約を締結する

よう検討されたい。 

(2)専用回線（広島県 LAN･WAN モバイル回線）

やルータについて，今後，機器の耐用年数や通

信規格の変更等の関係で新規調達する場面が

生じるはずであるが，その際には，参加できる

業者が限定されないような仕様等を設定の上，

一般競争入札を実施すべきと考える。  

 

 

・意見を踏まえて，異なる回線利用契約を一本

化するとともに，異なる職員端末の契約終期を

まとめるよう契約変更を行った。 

・契約期間中の IT 分野の新技術の動向を見な

がら，費用対効果を踏まえて，一般競争入札に

よる全面更新を検討していく。 

・また，随意契約を行う際も，設計・仕様の工

夫を行うなどして経費節減に努めていく。 



第38 働き方改革と非常勤職員 

 

意見（非常勤職員の視点も含んだ働き方改革の

取組） 

 

県の働き方改革の取組において，例えば，各

職員の従事する業務内容を踏まえ，テレワーク

や働き方改革に係る研修の対象者を，非常勤職

員を含めた全職員に拡大すること等，より「職 

員の力を引き出す人材マネジメント」のための

 3 つの取組方向に資する取組もあるのではな

いか。 

非常勤職員も県の職員の一員である。県の業

務は，常勤職員と非常勤職員の協働に支えられ

ているものであるから，非常勤職員についての

働き方改革という視点ももって，働き方改革に 

取り組んでいただきたい。 

 

 

非常勤職員を含め，全ての職員が，仕事も暮ら

しも欲張りなライフスタイルを実現できるよ

うに，引き続き「県庁働き方改革」の取組を進

めていく。 

 



＜教育長所管分＞ 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

第32 学校における働き方改革（教育委員会） 

 

意見（「子供と向き合う時間の確保」という指

標・目標について） 

 

「子供と向き合う時間が確保されていると

感じる教員の割合」は，主観的，定性的な指標

であり，客観性がない。 

主観的・定性的指標にも意義はあると思われ

るため，県の設定する指標を否定するものでは

ないが，それだけでは，取組の効果の測定や比

較を的確に行うことは困難である。 

したがって，「子供と向き合う時間」に関す

る定量的，客観的指標も必要ではないか。 

限られた人的物的資源・多額の公金を投じて

行う以上，「授業・授業準備・教材研究・部活

動・個別指導」のほか，教員が抱える多種多様

な業務（研修，印刷，会議，文書作成，会計， 

教育委員会等からの調査照会対応，保護者・PT

A・地域対応等）のうち，当該取組はいかなる

業務に向けられた取組であるのかを明確にし，

その効果とそのために要したコストの検証が

できるような指標の併用がなされることが望

ましい。 

 

 

意見の内容を踏まえ，定量的，客観的指標の

設定について，引き続き検討に努める。 

 

 

意見（教育活動の効果に関する指標の設定につ

いて） 

 

学校における働き方改革は，教員以外も含め

た学校全体の超過勤務を縮減し，一人一人が健

康で生き生きとやりがいをもって勤務できる

環境づくりを推進するだけでなく，それによっ

て，教育の質の向上を図ることを目的とするも

のである。 

何をもって「教育の質」というのかというこ

とについては議論があると思われ，これに関す

る直接的な指標を設定することは難しいとし

ても，学校側，教員側の視点だけでなく，質に

関連する，子供の側からの視点を踏まえた指標

や目標があってもよいのではないか。 

 

意見の内容を踏まえ，新たな指標や目標の設

定について，引き続き検討に努める。 

第33 学校業務改善推進事業 

 

意見（教員の時間外在校等時間の削減効果 

の要因について） 

 

県立学校の教員の時間外在校等時間につい

て，勤務時間管理システム導入後の平成30年度

と令和元年度で比較すると，いずれの校種も時

間外在校等時間が3～4時間程度，率にして6.5  

 

 

意見の内容を踏まえ，取組の効果等を分析

し，効果的な事業を実施することについて，引

き続き検討に努める。 



％～10.1％減少している。 

校務支援システム及びＳＳＳの配置により

減少した時間は，高等学校で14分，中学校で1 

時間37分，特別支援学校では7分であるから，

直近の時間外在校等時間の減少のほとんどは，

校務支援システム導入及びＳＳＳの配置以外

の要因によるものではないかと推測される 。 

時間外在校等時間が減少しているという成

果が出ているのであるから，これがいかなる取

組によるものであるのか，削減時間の具体的内

容を調査し，費用対効果の分析や，今後の取組

に反映させられないかを検討していただきた

い。 

 

第34 校務支援システムの安定的運用等 

 

意見（校務支援システムの保守料等について） 

 

(1)校務支援システムの1校あたりの年間のソ

フトウェア保守料は，高等学校及び特別支援

学校363,000円，中学校184,000円であり，令 

和元年度の総額は約3,160万円である。 

保守対応の大半はシステムの使い方に関す

る質問と回答であること，ほぼ１回の問合せ

と回答で完結するものが多いこと，本件シス

テムのプログラムの不具合に起因するものと

これに対する対応といった，保守とはいえな

いものも含まれている。このような問い合せ

対応のために，毎年約3,160万円を継続的に支

払い続けることになるとすれば不経済ではな

いか。 

県によれば，教職員向けのFAQとして，よく

ある問い合わせを項目ごとに整理した「質問

管理表」をシステム業者が作成し，随時更新

を行っており，この「質問管理表」は，校務

支援システムを利用している全ての教職員

が，問い合せ事例を閲覧，検索することがで

きるようになっているとのことであるが，同

じような質問と回答を繰り返して質問管理表

の更新を続けるだけでは，いつまで経っても

ランニングコストは削減できないのではない

か。質問対応を求める回数を減らすことや，

前年度の保守単価を下回ることを目標にした

り，予算設定をする等，利用者・関係者がラ

ンニングコストを削減しようとする意識と試

みが必要ではないか。 

 

 

令和４年度契約に向けて，ランニングコスト

を見直し，コスト削減を行った。 

その他の業務についても，コスト削減に向け

て，引き続き検討に努める。 



(2)また，保守契約には，「その他」として，①

校務支援システム利用に関する要望等のとり

まとめ及び開発方針 ・運用の検討のために1,

320,000円（110,000円×12ヶ月），そのための

報告会に1,056,000円（88,000円×12ヶ月）が

計上されているが，要望を取りまとめて開発

更新や運用の「検討」や「報告会」を毎月継

続的に行う必要があるのか，そのための費用

として235万円ものコストをかける必要があ

るのか疑問がある。業者からの報告の仕方を

工夫したり，報告内容を県教委側で整理した

りする等，コスト削減の余地があるのではな

いかと思われるので，検討していただきたい。 

令和４年度契約に向けて，要望等のとりまと

め業務及びその報告会の方法などを見直し，コ

スト削減を行った。 

その他の業務についても，コスト削減に向け

て，引き続き検討に努める。 

 

意見（システム導入にあたり，導入後の保守料

等のランニングコストもふまえた検討を行う

べきことについて） 

 

校務支援システムは，導入後も有償の保守が

必要であることや，公立学校の業務を支援する

という汎用性がない特殊なシステムであるこ

とから，システム導入後の保守は，システムを

納入した業者との一者随意契約となることは

当初から想定できたといえる。保守料等のラン

ニングコストは，委託先によって大きな差があ

り得ることも併せ鑑みると，システム導入時に

おいて，導入後の保守料等のランニングコスト

も含めたコストをふまえて委託業者を選定す

べきであった。今後のシステム更新や新規導入

にあたっても，ランニングコストを踏まえた検

討を行っていただきたい。 

 

今後のシステムの更新に当たっては，競争性

を確保し，ランニングコストを含めたトータル

コストの削減に努める。 

第35 スクール・サポート・スタッフの配置 

 

意見（スクール・サポート・スタッフ配置効果

の検証について） 

 

スクール・サポート・スタッフの配置は，ほ

ぼ全ての学校で肯定的な評価がなされており，

主観的・定性的には，十分な効果があるといえ

る。 

今後は，これまで教員が行っていた不経済，

非効率であったかもしれない業務の担い手を，

非常勤職員であるスクール・サポート・スタッ

フに移し替えただけということにならないよ

うにするため，非常勤職員の働き方改革という

視点にも配慮しつつ，スクール・サポート・ス

タッフの具体的な業務内容や業務フローの確

認を行い，それが経済的，効率的，有効に行わ

れているのか否かを客観的，定量的に確認する

ための取組を行うことも必要であると考える。 

 

 

意見の内容を踏まえ，スクール・サポート・

スタッフの効果的な活用に向けて，引き続き検

討に努める。 



第36 部活動指導員配置促進事業 

 

意見（執行率の低さについて） 

 

部活動指導員配置促進事業補助金の予算の

執行率は，令和元年度については新型コロナウ

イルス感染症の拡大という特殊要因も影響し

ているとはいえ，平成30年度も低調となってい

ること，当初予算からは50%超乖離しているこ

とを考慮すると，任用手続や配置時期の遅れの

影響が少なからず認められ，予算の要求手続に

不十分な点があったと考えられる。 

市町ごとに任用手続や配置時期の遅れた原

因を確認，分析し，予算執行が十分でできてい

ない市町に対しては，前年度の任用及び執行状

況を踏まえた積算とさせる等，執行率を上げる 

対策を講じることを検討されたい。 

 

 

令和３年度は執行状況を踏まえ，２月補正で

減額するとともに，令和４年度予算要求におい

ては，執行状況を踏まえて要求を行った。 

引き続き，執行状況の把握及び適切な予算計

上・管理に努める。 

第37 学校現場における業務改善加速事業 

 

意見（予算積算のあり方について） 

 

学校現場における業務改善の加速事業の執

行率は，2年続けて50%未満であった。その要因

の確認はなされているが，これが予算の積算に

生かされていない。 

複数年にわたって行われる同種事業におい

ては，従前の執行状況を確認するだけでなく，

執行残の生じた原因を分析し，その結果を予算

に確実に反映させるよう努めていただきたい。 

 

 

令和元年度で事業を終了した。 

 

意見（目標値の設定について） 

 

学校現場における業務改善の加速事業開始

時点において，設定した目標値を既に上回って

いる学校があったが，目標値は改善していくこ

とで理想とする姿に近づいていくために設定

されるべきものであるから，現状よりも高い数

値が設定されるべきである。 

各校の置かれている状況は異なるため，各校

に関する目標値を設定するにあたっては，各校

の事業開始時の状況をふまえて個別に設定し

たり，「○％又は事業開始時のいずれか高い値

以上」のように，目標値の設定の仕方を工夫す

る必要があると考える。 

 

令和元年度で事業を終了した。 



 

指摘（事業成果の分析について） 

 

学校現場における業務改善加速事業は，核管

理機関及び学校における業務改善に対する取

組の参考となるよう，具体的な研究課題を設定

した実践的な研究を実施し，その成果を全国に

普及することを目的とした事業であり，いかな

る取組がそのような効果につながったのか（つ

ながらなかったのか）についての分析が必要で

ある。 

本件では，そのような分析はなされていない

ため，国からの補助金が十分有効活用されたも

のとは認めがたい。 

 

 

 

令和元年度で事業を終了した。 

 

指摘（文書の収受手続について） 

 

(1)市町から県に送付された事業完了報告書に

は，広島県文書等管理規程の定めに従って収受

の手続を行い，収受日に文書収受印を押印すべ

きであるところ，収受印が押印されていない。 

 

広島県文書等管理規程等に基づき，適切な事

務処理について徹底する。 

 

(2)実際の収受日と異なる日付の収受印をその

まま押印すべきではない。実際の収受日を別途

記載する等，通常の収受印と区別できるように

しておくべきである。 

 

広島県文書等管理規程等に基づき，適切な事

務処理について徹底する。 

 

意見（県に対する書面の提出方法と文書収受印

のあり方について） 

 

現行の文書管理規則に基づく運用では，収受

印は必ずしも文書が到達した日に押印される

わけではないため，当該文書がいつ届いたのか

の裏付けにはならないことや，収受印の押印漏

れのミスが起こりうること，押印の手間がかか

ること，報告書の提出はデータの送信（メール

や県のファイル転送システム，総合行政ネット

ワーク等）によることが可能であること，これ

により受領（受信）日時も明確になること等に

鑑みると，県に対する書面の提出方法や収受印

のあり方自体を検討してもよいのではないか。 

 

広島県文書等管理規則等に基づき，適切な事

務処理について徹底する。 
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